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岡山市介護予防・日常生活支援総合事業

【訪問介護】事 業 者 説 明 会

岡山市保健福祉局事業者指導課

平成２９年２月２３日（木）

百花プラザ

岡山市では平成２９年４月から
「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施します！

目次
１ 介護予防・日常生活支援総合事業について
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02 「生活支援訪問サービス計画書(参考様式)」

03 「自立生活支援のための見守り的援助について」
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「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要

１．介護予防・日常生活支援総合事業は、平成26
年の介護保険法改正により創設された制度。すべて
の市町村が平成30年度までに実施することになって
いる。（岡山市はＨ２９．４月スタート）

２．要支援のデイサービス、ヘルパー、今までは介護
保険法（全国一律）で内容が決まっていた。

３．総合事業として、市町村独自で基準等を定める
ことで、多様なサービスが提供可能となる。
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39.0%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%
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予防給付（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進 （認知症初期集中

支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○ その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス
・通所型サービス

・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進

（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

予防給付（要支援1～２）

充
実

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜現行＞ ＜Ｈ２９．４ 見直し後＞介護保険制度

全市町村
で実施

現行と同様

※厚生労働省資料を一部改変

充
実

介護保険制度改正の全体像
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①要介護１～５の方の介護給付のサービスは今までどおり。

②要支援１，２の方の予防給付のサービスも今までどおり残るが、

訪問介護・通所介護は、総合事業の訪問・通所サービスへ変更。

介護給付 （要介護1～５）

【現行】 【新制度】

介護給付 （要介護1～５）

予防給付（要支援1～２）
（訪問看護、福祉用具等）予防給付（要支援1～２）

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護
新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業

・介護予防訪問サービス（従来どおり）
・介護予防通所サービス（従来どおり）

≒

＝

移行し、引き続き残る

現行と同様

【現行】 【新制度】

引き続き残る

「介護予防・日常生活支援総合事業」の類型
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③②に加えて、岡山市では、訪問介護、通所介護の提供者資格

等の基準を緩和した、市独自基準の「訪問型サービス」と「通所

型サービス」を実施。

※結果、サービス種類が２種類から４種類へ拡充

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業

・介護予防訪問サービス（従来どおり）

・生活支援訪問サービス（市独自基準）

・介護予防通所サービス（従来どおり）

・生活支援通所サービス（市独自基準）

【現行】 【新制度】

拡充

予防給付（要支援1～２）

訪問介護、通所介護

「介護予防・日常生活支援総合事業」の類型（岡山市）
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総合事業になると何が変わるの？

①介護サービス利用者の方については、

〇要介護１～５の介護給付利用者は、今までどおり介護サービスを使っていた
だけます。

〇要支援１，２の予防給付利用者は、基本的に認定手続きや、現在利用してい
るサービスは変わりませんが、市独自基準の訪問・通所サービスの新設により、
サービスの選択肢が増えることとなります。

〇要支援１，２の予防給付利用者の中でも、訪問又は通所のみの利用者は、
要支援認定の手続きを簡素化できることもメリットとして挙げられます。

※要支援認定の手続きの簡素化とは、基本チェックリストを実施し、事業対象
者の基準に当てはまる方については、訪問又は通所のサービスが利用できる
ようになるものです。

6

サービス
種類 内 容 自己

負担額

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

①
従来どおりの
サービス

現在の介護予防サービスと同等のサービ
ス：入浴、排せつ、食事の介助（身体介
護）、その他の生活全般にわたる支援（生
活援助）の提供

従来の
料金を
予定

②
新設する
サービス

入浴、排せつ、食事の介助などの身体介護
は行わず、掃除、買い物等などの生活援助
に限定したサービス

①より
低料金を予
定

通
所
型
サ
ー
ビ
ス

③
従来どおりの
サービス

現在の介護予防サービスと同等のサービ
ス：入浴、運動、レクリエーションなどの
１日タイプのサービスや機能訓練等の専門
性の高いサービス

従来の
料金を
予定

④
新設するサー

ビス
運動プログラムを中心とした２ ３時間程
度の短時間サービス

③より
低料金を予
定

平成２９年4月から開始する予定の訪問型サービス・通所型サービス

訪問型サービス・通所型サービスの内容

〇従来どおりのサービスを残しつつ、訪問型サービス、通所型サービスとも新たに創設されるサービス
があることにより、サービスの多様化が図られ、また、介護人材のすそ野が広がることとなります。
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総合事業になると何が変わるの？

②総合事業開始前と開始後の要支援者の違い

現行 平成２９年４月～ 現行との違い

対象者 要支援１，２ 要支援１，２
＋

事業対象者

事業対象者という区分の創
設

要支援認定等までの期間 １か月 要支援認定申請者は同左
＋

事業対象者は認定申請よ
りも短くなる予定

認定手続きの一部簡素化

要支援認定更新時の有効
期間

３か月～１２か月 ３か月～２４か月 有効期間の延伸

利用可能サービス 予防給付 予防給付
＋

市独自基準サービス

選択肢の拡大

サービスの利用調整者 ケアマネジャー ケアマネジャー なし

（注意）要介護１～５の介護給付利用者は、総合事業開始による影響を受けないため、上
記表には要介護の方の情報は記載していません。
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No. 質問項目

1 バスや電車で１人で外出していますか ０．はい １．いいえ

2 日用品の買い物をしていますか ０．はい １．いいえ
3 預貯金の出し入れをしていますか ０．はい １．いいえ
4 友人の家を訪ねていますか ０．はい １．いいえ
5 家族や友人の相談にのっていますか ０．はい １．いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか ０．はい １．いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか ０．はい １．いいえ
8 １５分位続けて歩いていますか ０．はい １．いいえ
9 この１年間に転んだことがありますか １．はい ０．いいえ
10 転倒に対する不安は大きいですか １．はい ０．いいえ

11 ６ヶ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか １．はい ０．いいえ

12

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか １．はい ０．いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか １．はい ０．いいえ
15 口の渇きが気になりますか １．はい ０．いいえ

16 週に１回以上は外出していますか ０．はい １．いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか １．はい ０．いいえ

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか １．はい ０．いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか ０．はい １．いいえ
20 今日が何月何日かわからない時がありますか １．はい ０．いいえ

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない １．はい ０．いいえ

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった １．はい ０．いいえ
23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる １．はい ０．いいえ
24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない １．はい ０．いいえ
25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする １．はい ０．いいえ

事業対象者に該当する基準

身長　　　　　　ｃｍ　　　　　体重　　　　　　㎏　　　（ＢＭＩ ＝　　　　　　）　（注）

回答：いずれかに○を
お付けください

運動機能の低下
３項目以上に該当

低栄養状態
２項目に該当

認知機能の低下
１項目以上に該当

うつ病の可能性
２項目以上に該当

複数の項目に支障
１０項目以上に該当

口腔機能の低下
２項目以上に該当

閉じこもり
Ｎｏ．１６に該当

基本チェックリストにおける事業対象者に該当する基準

（注）ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5未満の場合に該当とする

○下表の質問項目について、下表右欄の基準に該当すれば、介護予防・日常生活支援
総合事業の対象者となります。
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総合事業の対象者及び利用の流れ

１ 総合事業の対象者

総合事業の対象者は以下のとおりです。

２ 総合事業への移行時期について（スライド11参照）

円滑な移行を図るため、既にサービスを利用中の方については、認定有効期間までは従来どお
りのサービスを受けられる経過措置を設けます。認定の更新のタイミングで、従来どおりの
サービスを利用するか追加された新しいサービスを利用するか等のケアマネジメントを受けて
ください。

新規利用者は要支援認定か基本チェックリストを実施し、該当した後、従来どおりのサービス
を利用するか追加された新しいサービスを利用するか等のケアマネジメントを受けてください。

要支援１
要支援２

要介護等認定に係る新規・区分変更・更新申請（以下「認定更新等」とい
う。）の結果、要支援認定を受けた方

事業対象者
基本チェックリストに該当し、事業対象者候補と判断され、介護予防ケア
マネジメント届を提出した方

１．予防給付の訪問介護、通所介護を利用中の方は、更新時のタイミングで移行

２．新規利用者は、移行後（Ｈ２９．４．１）から随時、総合事業利用開始となる

総合事業への移行時期について

【ポイント】
平成２９年４月に全ての要支援者が総合事業へ移行するのではなく、認定有効期間の更新時期
までに、順次、移行します。
（要支援認定の有効期間は現在、最長1年間であるため、平成29年4月から１年間かけて、すべての方が総合事業へ移行しま
す。）

認定有効期間
～

H29.7.31

認定有効期間
～

H30.3.31

認定有効期間
～

H29.11.30

H30.4.1H29.4.1 H29.8.1 H29.12.1

基本的には、
従来どおりのサービスを利用 従来どおり もしくは 新設サービスを利用

要支援認定や基本チェックリストにより新規の認定申請等で平成29年4月以降、
新たに要支援１、２や事業対象者となった方は、認定の開始日から総合事業を利用

基本的には、従来どおりのサービスを利用

＜ 経過措置期間＞

基本的には、従来どおりのサービスを利用

総合事業開始 総合事業へ完全移行

11
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サービス利用の流れについて（概略図）

窓
口
相
談
受
付

（
福
祉
事
務
所
・
支
所
・
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

要
介
護
認
定
を
申
請
し
ま
す

利
用
者
・
家
族
等

介
護
保
険
制
度
・
総
合
事
業
の
説
明

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
予
防

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
と

プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

ア
セ
ス
・
プ
ラ
ン
作
成
・
サ
担
会
議

居
宅

サ
ー
ビ
ス
計
画

介
護
給
付
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

・予防給付のみを利用
・予防給付＋総合事業を利用

地域包括支援
センターによる
面接・訪問

包括は介護予防ケアマネ
ジメントに係る契約を対
象者とかわし、重要事項
の説明を行う。その後、
ケアマネジメント依頼届
を受け取る。

・総合事業のみを利用 地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
も
し
く
は
受
託
居
宅
介
護

支
援
事
業
者
）
と
プ
ラ
ン
を
作
成
し
ま
す
。

ア
セ
ス
・
プ
ラ
ン
作
成
・
サ
担
会
議

予
防
給
付
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

（
総
合
事
業
）
の
利
用

一般介護予防事業
の利用

事業対象者

要
介
護
１
～
５

要
支
援
１
～
２

非
該
当

非
該
当

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
該
当

（
事
業
対
象
者
候
補
）

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
実
施
し
ま
す

総
合
事
業
サ
ー
ビ
ス
（
訪
問
介
護
又
は
通

所
介
護
）
の
み
を
利
用
し
て
い
る
、
又
は
、

利
用
し
た
い
人
で
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
の
実
施
に
同
意
し
た
人
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訪問型サービスの概要

類型 介護予防訪問サービス（従来どおり） 生活支援訪問サービス（市独自基準）

サービス内容

・訪問介護員による入浴・排せつ・食事等の介助
である身体介護＋掃除・洗濯等の生活援助

・現行の予防サービスと同様に、「訪問介護にお
けるサービス行為ごとの区分等について（老計
10号）」の範囲内で実施
※身体介護が必要な人は介護予防訪問サービ
スを利用

・生活支援訪問介護員（人員・設備・運営等の基
準参照）による掃除・洗濯等の生活援助

・「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等
について（老計10号）」のうち、生活援助の範囲
で実施
※「老計10号」の自立生活支援のための見守り
的援助の生活援助部分はこれまでと同様、身体
介護として介護予防訪問サービスで実施

指定・委託の区分事業者指定（Ｈ２９年度はみなし指定有）
事業者指定（Ｈ２９年度から実施する場合は、Ｈ
２８年度中に要申請）

サービス対象者 要支援１、２及び事業対象者 要支援１、２及び事業対象者

サービス提供頻度

週１回
週２回
週３回以上（要支援２に限る）
・利用者の状態像により利用時間は異なる

週１回
週２回
週３回以上（要支援２に限る）
・利用者の状態像により利用時間は異なる
（１回あたり１時間程度を想定）

利用者負担額 １割又は２割（負担割合証発行） １割又は２割（負担割合証発行）

13
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訪問型サービス

○適切な介護予防ケアマネジメントの過程を通じて必要な支援の内容と回数等を決定

介護予防訪問サービスと生活支援訪問サービスの利用の目安

介護予防訪問介護を
利用している人：

引き続き訪問介護が必要か

一般介護
予防事業
等その他の
サービス

介護予防訪問サービス
（身体介護・生活援助）

生活支援訪問サービス
（生活援助）

身体介護が必要か

新規要支援認定者
（事業対象者）：訪問介

護が必要か

はい いいえ

いいえはい

判断基準の目安について

１ 身体介護と生活援助の一体的な提供が必要な場合
２ 家族と同居しているなどの理由により生活援助は必要ないが、身体
介護が必要な場合
身体介護：①排泄・食事介助 ②清拭・入浴、身体整容

③体位変換、移動・移乗介助、外出介助 ④起床
及び就寝介助 ⑤服薬介助 ⑥自立支援のための
見守り的援助

３ 日常生活自立度に低下がみられる場合
主治医意見書における

障がい高齢者の日常生活自立度がランクＡ以上
認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ以上

介護予防訪問サービス

生活支援訪問サービス

１ 利用者が自力で家事等を行うことが困難なケースで、同居の家族
からの援助がなく、地域住民による支え合いや他の福祉サービス
の利用が好ましくない場合
生活援助：①掃除 ②洗濯 ③ベッドメイク ④衣類の整理・

被服の補修 ⑤一般的な調理、配下膳 ⑥買い物・
薬の受け取り

※参考：訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について
（平成12年3月17日老計第10号）

はい いいえ ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

14

１ 自立生活支援のための見守り的援助
（自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等）
⇒介護予防訪問サービスを位置づけてください
老計１０号での例示
ア 利用者と一緒に手助けしながら行う調理（安全確認の声かけ、疲労の確認を含む）
イ 入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む）
ウ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り中心で必要な時だけ介助）
エ 移動時、転倒しないように側について歩く（介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る）
オ 車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助
カ 洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための
見守り・声かけを行う。
キ 認知症の高齢者の方といっしょに冷蔵庫のなかの整理等を行なうことにより生活歴の喚起を促す。

２ 生活援助の取扱い
○生活援助の提供は、利用者が一人暮らしであるか又は同居の家族等が「障害・疾病その他やむを得な
い事情」により、家事 を行うことが困難な場合に限られます。

○同居家族等がいる場合の生活援助等については、同居家族等の有無のみを判断基準とするのではな
く、 利用者の生活実態等に応じて個別に判断すべきものであり、介護給付費の算定対象となるかどうか
は、個々の事例ごとに、本人の心身状態・同居家族等の状況・利用者が置かれている環境等を勘案して
決定すべきものです。

訪問サービスの位置づけに関する注意事項【参考】

15
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訪問型サービスの人員・設備・運営等の基準

類型
介護予防訪問サービス

基準は現行の介護予防サービスと変更ありません

生活支援訪問サービス
現行の介護予防サービスとの変更部分等を記載

人員

○管理者：資格要件なし
常勤、専従１．０人

○サービス提供責任者：資格要件有
常勤、専従１．０人以上

利用者40人につき1人以上
※訪問介護事業所のサービス提供責任者が、生
活支援訪問サービスの訪問事業責任者を兼務す
る場合は、生活支援訪問サービスの利用者数に
1/2を乗じた数を、既存事業所の利用者数に加え
た数が４０人又は、その端数を増すごとに１人以上
の者をサービス提供責任者として配置します。

○訪問介護員：資格要件有
２．５人以上

※員数は常勤換算による

○管理者：資格要件なし
専従１人

○訪問事業責任者：現行資格のうち、介護職員初
任者（旧ホームヘルパー2級含）研修修了者につい
ては実務経験年数の要件を撤廃しています。
※利用者８０人につき１人以上又は、その端数を増
すごとに１人以上を配置します。

○生活支援訪問介護員：現行資格に加え、市が定
める研修修了者でもサービス提供可

必要数

※管理者、訪問事業責任者、生活支援訪問介護員
をあわせて、常勤換算１．０人以上

設備 事業運営のための専用区画の設置 事業運営のための必要な区画の設置

運営 個別サービス計画の作成：要
個別サービス計画の作成：要(別紙計画書参照)
サービスの利用誘導の禁止

16

〇既存訪問介護事業所で人員基準を満たして
いれば、生活支援訪問サービスを一体的に実
施した場合は、生活支援訪問サービスの人員
基準は満たされる。

〇既存事業所のサービス提供責任者が生活支
援訪問サービス事業所の訪問事業責任者を兼
務した場合は、上級資格責任者配置加算算定
可能。

〇既存事業所の訪問介護員の有資格者が生
活支援訪問サービス事業所の生活支援訪問介
護員としてサービス提供した場合は、サービス
提供資格評価加算算定可能。

〇市が定める研修修了者である生活支援訪問
員は、生活支援訪問サービス事業所のみでの
サービス提供となる。

既存事業所が生活支援訪問サービスを一体的
に実施するイメージ

（介護予防）訪問介護事業所
介護予防訪問サービス事業所

生活支援訪問介護員

生活支援訪問
サービス事業所

管理者

サービス提供責任者

訪問介護員

17
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現在の介護予
防・介護予防訪
問サービス

生活支援訪問
サービス

備考
（生活支援訪問サービスの加算要件等）

訪問型サービス費

週１回利用 1,168単位 856単位

週２回利用 2,335単位 1,711単位

週３回以上 3,704単位 2,706単位

初回加算 200単位 200単位 加算要件は現在の介護予防サービスと同様

生活機能向上連携加算 100単位 無 生活支援訪問サービスには加算はありません

特別地域加算 15/100 15/100相当 加算要件は現在の介護予防サービスと同様

中山間地域等における小規模事業所加算
(地域に関する状況）

5/100 5/100相当〃

中山間地域等における小規模事業所加算
（規模に関する状況）

10/100 10/100相当〃

訪問型サービスの加算１/3

18

※生活支援訪問サービスの加算等が割合表示されているものは、基本サービス費に対する割合です。

現在の介護予
防・介護予防訪
問サービス

生活支援訪問
サービス

備考
（生活支援訪問サービスの加算要件等）

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 8.6% 8.6%相当
加算要件は現在の介護予防サービスと同様

Ⅱ 4.8% 4.8%相当 〃

Ⅲ Ⅱ×90/100 Ⅱ×90/100相当 〃 ※処遇改善加算については、区分改定が

Ⅳ Ⅱ×80/100 Ⅱ×80/100相当 〃 あるため、詳細確定後に案内があります。

サービス提供責任者体制の減算

30/100 無

３年以上の実務年数の要件をもって２級課程修
了者がサービス提供責任者になった場合、介護
予防訪問サービスでは、現在の介護予防と同様
に減算の対象となります。
生活支援訪問サービスについては、人員基準を
緩和しているため減算にはなりません。

同一もしくは隣接する敷地内の建物に居住する
利用者に対する減算

10/100 10/100相当

事業所における１月当たりの利用者が同一建物
に２０人以上居住する建物の利用者に対し、指定
訪問介護を行った場合は、所定単位数に対し減
算を行うこととしています。
介護予防訪問サービスの利用者については、
(介護予防)訪問介護の利用者と合算して判定しま
す。
生活支援訪問サービスの利用者については、単
独で計算して判定します。

訪問型サービスの加算２/3

19

※生活支援訪問サービスの加算等が割合表示されているものは、基本サービス費に対する割合です。
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現在の介護予
防・介護予防訪
問サービス

生活支援訪問
サービス

備考
（生活支援訪問サービスの加算要件等）

サービス提供資格評価加算

－ 10単位/回

生活支援訪問サービスは、市が定める研修の
修了者もサービス提供することができますが、こ
の加算は指定訪問介護の訪問介護員(現行の資
格要件を有する職員)によるサービス提供を評価
するものです。
正当な理由がありケアプランに基づき、２人で
サービス提供を行った場合でも、１回分の加算し
か算定できません。

上級資格責任者配置加算

－ 10/100相当

生活支援訪問サービスのサービス提供の責任
者については、介護職員初任者（旧ホームヘル
パー2級含）研修修了者の実務経験要件を撤廃し
ますが、この加算は指定訪問介護のサービス提
供責任者の資格要件を有する職員を訪問事業責
任者とする体制整備を評価するものです。

新設

新設

訪問型サービスの加算3/3

20

※生活支援訪問サービスの加算等が割合表示されているものは、基本サービス費に対する割合です。

現行の資格がない方が生活支援訪問サービスの提供（生活援助）を行う
ためには「市が定める研修」の受講が必要です。
１．平成28年度の実施について
○養成数 2講座実施、定員50名程度 計100名程度
○実施時期 ①２月11日～ ②３月４日～ (各３日間)
〇申込期限 実施日の２週間前

〇受講資格 なし

〇実施主体 岡山市 〇実施機関(委託先) （公財）岡山市ふれあい公社
２．平成29年度の実施予定について
○養成数 ３～４講座実施、定員50名程度 計150～200名程度
※実施時期・場所等については 平成２９年度に改めてご案内します。

３．研修内容

高齢者宅を訪問するサービス従事者として、利用者の信頼感を損なうことがないよう、人権
の尊重や守秘義務などの基本的な職業倫理をはじめ、制度に関する知識や自立支援に向け
た生活支援技術などを身に付けるための研修を行います。

・制度に関する知識

・サービス提供の基本（尊厳の保持・自立支援）

・老化の理解、認知症の理解

・コミュニケーション技術について（マナー演習）

・生活支援技術

市が定める研修について

21
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定款の記載例

定款の記載について

平成30年3月31日までは、事業所では「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」と総合
事業の双方を実施する可能性があるため、新規に双方のサービスを実施するためには２種類
の記載が必要となります。

介護予防事業と総合事業の両方を定款に記載する場合の記載例

予防事業と併記する方法
・「介護保険法に基づく介護予防訪問介護又は第１号訪問事業」(※)
・「介護保険法に基づく介護予防通所介護又は第１号通所事業」(※)

第1号事業を追加する方法
・「介護保険法に基づく介護予防訪問介護」
・「介護保険法に基づく第1号訪問事業」（※）
・「介護保険法に基づく介護予防通所介護」
・「介護保険法に基づく第1号通所事業」（※）
(※)「第１号○○事業」：総合事業の介護予防サービス、生活支援サービス両方を指します。

なお、現在の表記が「老人居宅介護事業」「老人デイサービス事業」の場合は、第1号事業
の追加が不要です。その他不明な場合はお尋ねください。

22

運営規程・重要事項説明書の記載例

運営規程の記載について

既存事業所が、生活支援サービスを実施する場合には、別指定となりますが、運営規程と
重要事項説明書を一体で作成することは可能です。

〇居宅サービス、介護予防サービスと一体で作成する場合の記載例
・「介護予防訪問介護」

⇒「介護予防訪問介護又は第１号訪問事業」
又は ⇒「介護予防訪問介護、介護予防訪問サービス又は生活支援訪問サービス

・「介護予防通所介護」
⇒「介護予防通所介護又は第１号通所事業」

又は ⇒「介護予防訪問介護、介護予防通所サービス又は生活支援通所サービス

23
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サービス
種類コード

サービス種類名 該当する事業所

A1 介護予防訪問サービス
（みなし指定）

平成２７年３月３１日までに、介護予防訪問介護事業者の指定を受けている事業所

A2 介護予防訪問サービス
（みなし指定なし）

平成２７年４月１日以降、介護予防訪問介護事業者の指定を受けている事業所で、
岡山市の介護予防訪問サービス事業者の指定（H28.11.1受付開始）を受ける事業所

A3 生活支援訪問サービス 岡山市の生活支援訪問サービス事業者の指定（H28.11.1受付開始）を受ける事業所

A5 介護予防通所サービス
（みなし指定）

平成２７年３月３１日までに、介護予防通所介護事業者の指定を受けている事業所

A6 介護予防通所サービス
（みなし指定なし）

平成２７年４月１日以降、介護予防通所介護事業者の指定を受けている事業所で、
岡山市の介護予防通所サービス事業者の指定（H28.11.1受付開始）を受ける事業所

A7 生活支援通所サービス 岡山市の生活支援通所サービス事業者の指定（H28.11.1受付開始）を受ける事業所

サービス
種類コード

サービス種類名 該当する事業所

６１ 介護予防訪問介護 現在、介護予防訪問介護の指定を受けている事業所

６５ 介護予防通所介護 現在、介護予防通所介護の指定を受けている事業所

サービス種類コード

現行

移行後

24

総合事業への移行時期について

・円滑な移行を図るため、既にサービスを利用中の方については、現在の認定有効期間内は、
従来どおりサービスを受けられる経過措置が設けられています。

・認定の更新のタイミングで、従来どおりのサービスを利用するか、追加された新しいサー
ビスを利用するか等のケアマネジメントを行ってください。

（注意事項）

１．介護予防訪問介護、介護予防通所介護を利用中の方は、更新時のタイミングで移行

①介護予防訪問介護、介護予防通所介護の利用者については、
認定有効期間終了までは介護予防訪問介護（コード６１）

介護予防通所介護（コード６５）で請求してください。

②なお、平成２９年４月１日以降、生活支援訪問サービス、生活支援通所サー
ビスを利用希望の方は、介護予防プランの変更をお願いします。

25
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総合事業の指定申請について
現在の介護予防訪問・通所介護利用者は、基本的には認定有効期間の更新を境に、現在の介護予
防訪問介護から総合事業のサービスに移行します。(例えば、介護予防訪問サービスか生活支援
訪問サービスのいずれかを利用することになります。)
ただし、利用者が希望しケアプランに位置付けられた場合は平成29年4月から生活支援訪問サー
ビスの利用も可能になります。

認定有効期間
～H29.3.31

認定有効期間
～H29.11.30

認定有効期間
～H29.7.31

H30.3.31H29.3.31 H29.7.31 H29.11.30

介護予防訪問サービスもしくは生活支援訪問サービスを利用

基本的には、従来どおりの
サービスを利用

総合事業開始 総合事業へ完全移行

基本的には、従来どおりのサービスを利用

26

コード 61

現在の認定有効期間内であっても、本人の希望やケアマネジメントにより総合事業の生活支援
訪問サービスを利用することになった場合、生活支援訪問サービスの指定を受けていなければ
サービス提供できません。指定申請はできていますか？
⇒生活支援訪問サービスを提供できるように指定申請が必要になります。

コード A1・A2 コード A3
希望により生活支
援訪問サービスを
受けることが可能。

生活支援訪問サービスの指定申請について

現在、総合事業の指定申請受付を行っていますが、Ｈ２９．２．２８までに指定申請を
行わなければＨ２９．４．１から生活支援訪問サービスの指定ができません。
現在、要支援の利用者が、認定有効期間の更新を境に生活支援訪問サービスに移行した場

合、または利用者が生活支援訪問サービスを希望した場合に、指定を受けていないと、その
利用者へのサービス提供ができなくなります。

総合事業開始

H29.4.1H29.1.31 Ｈ２９．２．２８

総合事業
サービス開始

例えば、Ｈ２９．２．２８を過ぎてＨ２９．３．３１までに生活支援訪
問サービスの指定申請を行っても、Ｈ２９．４．１からではなく、Ｈ２
９．５．１からの指定になります。

H29.4.1指定の申請受付
締め切り

★申請事業者
情報公表

総合事業の指定申請については、
２月以降も他の介護サービスと同
様に受付（毎月１日指定）

★4月1日指定
指定通知書

送付

27

H29.2.28までに生活支援訪
問サービスの指定申請をして

いないとH29.4.1から生活
支援訪問サービスの提供がで

きない
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2017/2/28

15

総合事業への移行時期について

・新規利用者は要支援認定か基本チェックリストを実施し、該当した後、従来どおりのサービ
スを利用するか追加された新しいサービスを利用するか等のケアマネジメントを行ってくだ
さい。

（注意事項）

２．新規利用者は、移行後（Ｈ２９．４．１）から随時、総合事業利用開始となる

① 新規利用者は平成２９年４月１日以降からは、総合事業として請求するこ
ととなります。
・介護予防訪問サービス（コードＡ１，Ａ２）

・介護予防通所サービス（コードＡ５，Ａ６）

・生活支援訪問サービス（コードＡ３）

・生活支援通所サービス（コードＡ７） となります。

28
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総合事業の日割り算定について

（１）月途中で新規に総合事業サービスを利用する場合

①契約日(7/10)を起算日として日割り算定する場合：日割単位数×２１日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

：日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

（２）月途中で新規に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合

　（７月１６日に生活支援サービスから介護予防サービスに変更した場合）

①契約日(7/16)を起算日として日割り算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１５日

　介護予防サービス　日割単位数×１６日

②双方の合意によりサービス利用開始日(7/20)を起算日として日割算定する場合：

   生活支援サービス　日割単位数×１９日

　介護予防サービス　日割単位数×１２日

①、②のいずれの算定方法も可

　総合事業の第１号訪問事業及び第１号通所事業の日割り請求は、月の途中から利用開始の
契約を行った場合、包括報酬でなく契約日を起算日とするなど、従来の予防給付と起算日が異
なります。主な利用例を次に示しますが、詳しくは別添資料をご覧ください。

　※利用者との契約日を起算日として日割算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の合
意があれば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

　※利用者との契約日を起算日として日割り算定を行います。ただし、利用者と事業者双方の
合意があれば、利用開始予定日等を起算日としても差し支えありません。

7/1 7/10（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

7/1 7/16（契約日） 7/20（サービス開始予定日） 7/31

生活支援サービス 介護予防サービス

介護予防サービス又は生活支援サービス

16
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介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（確定版）（平成２８年３月３１日事務連絡）
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【別冊資料１】

「給付管理票」「請求明細書」の記載例

22



概略

記載例１

ﾊﾟﾀｰﾝ： （H２９．４以降）要介護認定“更新前”に『要支援者』が予防給付を利用

設 定： 認定期間（～Ｈ２９.５）、予防給付（５月利用）、要支援２、１割

ﾎﾟｲﾝﾄ： ・平成２９年４月に総合事業への一斉切替えではない。

・認定更新のタイミングで随時切り替え

記載例２

　 ﾊﾟﾀｰﾝ： （H２９．４以降）要介護認定“新規or更新後”に『要支援者』が総合事業を利用

設 定： 認定期間（Ｈ２９.６～）、総合事業［介護予防訪問Ａ１］（６月利用）、要支援１、２割

ﾎﾟｲﾝﾄ： ・総合事業を提供した場合、請求明細書やコードの変更あり

・生活支援訪問（Ａ３）、生活支援通所（Ａ７）以外は請求書に給付率を記入する

記載例３

ﾊﾟﾀｰﾝ： 『事業対象者』が総合事業を利用

設 定： 認定期間（Ｈ２９.６～）、総合事業［生活支援訪問Ａ３］（６月利用）、事業対象者、２割

ﾎﾟｲﾝﾄ： ・事業対象者は支給限度額が５００３単位

・生活支援訪問（Ａ３）、生活支援通所（Ａ７）は請求書に給付率を記入しない

・同じサービスでも１割・２割で異なる専用コードがある

記載例４

ﾊﾟﾀｰﾝ： 要介護認定“更新前”に『要支援者』が生活支援訪問（A３）を利用

翌月、身体状況の変化により月途中で介護予防訪問サービス（A1）を利用

設 定： 認定期間（Ｈ２９.６～）、総合事業［介護予防訪問Ａ１］[生活支援訪問サービスA３]（７月利用）、

要支援１、１割

ﾎﾟｲﾝﾄ： ・認定更新前だが、生活支援サービスを利用したため、翌月は介護予防訪問（A１）で請求する

・介護予防訪問（A１）と生活支援訪問（Ａ３）を同月に請求する場合は給付率を記入する

記載例５

ﾊﾟﾀｰﾝ： 『事業対象者（住所地特例者）』が総合事業を利用

設 定： 認定期間（Ｈ２９.６～）、総合事業［介護予防訪問Ａ１］（６月利用）、事業対象者、１割

保険者（他市）・住所地（岡山市）・岡山市総合事業利用

ﾎﾟｲﾝﾄ： ・岡山市のサービスコードを記入する

・住所地特例用の事業費明細書欄に記入する

・岡山市の総合事業ルール（有効期間あり、支給限度額５００３単位）が適用される

〒７００－８５６８

岡山市北区桑田町１７番地５号

岡山県国民健康保険団体連合会　介護保険課

ＴＥＬ　０８６－２２３－８８７６

「給付管理票」「請求明細書」の記載例

【 請求方法についてのお問い合わせ先】

【別冊資料１】
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様式第十一　（附則第二条関係）

給付管理票（平成 月分）

支援事業者の

平成 平成

サービス事業者の

事業所名

男　女

単位／月

0 0 0 1 2 3 6

　　明 ・ 大 ・ 昭

5 日5月5年

4 5

10,473

限度額適用期間

～

支給限度基準額

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

保険者名

90

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分

フリガナ 　カイゴ　ハナコ

介護　花子

保険者番号

7

被保険者番号

33 岡山市01

28

9

事業所所在地及び連絡先

委託
した
場合

委託先の支援事業所番号

介護支援専門員番号

　　事業対象者　　要支援 １ ・ ２
　　要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

月 月年 5296年

●●ケアプランセンター

3 3 7 9 9

5

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

サービス

種類名 種類コード

2 8 1

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

サービス

 合計

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

1

5介護予防通所介護○○デイサービスセンター 3 73 7 7 77 7 7 7

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

6

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

給付計画単位数

1 1 6 88 8 87 8 8 83△△ヘルパーステーション 3

事業所番号

(県番号-事業所番号）

8 介護予防訪問介護 6

6 4 71

居宅介護／介護予防
支援事業者の事業所名

0 2 5

岡山市北区中央包括支援センター

99 9 9

年29

担当介護支援専門員番号

作成区分

3 0 0 1 0 0
居宅介護／介護予防
支援事業者番号

3

被保険者氏名

5

　1.　　居宅介護支援事業者作成
　2.　　被保険者自己作成
　3.　　介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

平成２９年５月サービス利用分（更新前）

平成２９年６月更新 要支援２ 要支援１

プラン代は、介護予防支援費として請求

【記載例１ 】 給付管理票

平成29年4月～岡山市は総合事業が始まっているが、認定更新前
の利用月なのでプラン代は、介護予防支援費として請求

委託先の事業所番号を入れる

ことで国保連から直接委託先に

プラン料が振り込まれます。
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0

枚中 枚目

0

⑬公費分本人負担 0

0

1 1 3

⑫公費請求額

2

⑪利用者負担額 1 1 9 3

1 0 7

9

3 2 3

円／単位
合計

⑩給付費請求額 1 0 7

円／単位円／単位 円／単位

 公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0⑧公費分単位数

 事業 9 06 8

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち
少ない数）＋⑥

1 1

8

⑥限度額管理対象外単位数 0

⑤限度額管理対象単位数 1 1 6

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 1 1

請
求
額
集
計
欄

①サービス種類コード
／②名称

6 1 介護予防訪問介護

6 8

 日

公費分

回数
公費対象単位数

施設所在
保険者番号

摘要（

住
所
地
特
例

対
象
者
）

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数

81 1 1 61

公費対象単位数 摘要

予防訪問介護Ⅰ 6 1 1 1 1

日

給
付
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止
年月日

平成 年0 4 月 0 1 日

サービス単位数
公費分

回数

0 2 5
事業所
名称

　岡山市北区中央包括支援センター

開始
年月日

平成 2 9 年

介護予防
サービス
計画

　２．被保険者自己作成　　　３．介護予防支援事業者作成

事業所
番号

3 3 0 0 1 0 0

月

平成 2 9 年 0 5 月 3 1

0 6

年 0 5 月 0 5

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
月 0 1 日 から

連絡先
日 まで

8 8 8

請
求
事
業
者

事業所
番号

3 3 7 8

事業所
名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8被
保
険
者

被保険者
番号

0 0 0 1

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　ハナコ

氏名 　介護　花子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性
別

１男 ２女
0 5 日

要支援
状態区分等

要支援１・要支援２

認定有効
期間

平成 2 8 年

2 3 4 5 6 7 8 8 8

3 3 1 0 0 9

5 月分

公費受給者番号 保険者番号

平成 2 9 年 0

様式第二の二（附則第二条関係）

介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス介護給付費明細書
（介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハ・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防

公費負担者番号

通所リハ・介護予防福祉用具貸与・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用以外）・

介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用））

軽減率 ％
 社会福祉
 法人等に
 よる軽減
 欄

受領すべき利用者
負担の総額（円）

軽減額（円）
軽減後利用者
負担額（円）

備考

▲ ▲ ▲ ▲

▲

１．事業所請求額を求める

⑩給付費請求額

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》

1,168単位×10.21円＝11,925.2. ≒11,925円
11,925円×90％＝10,732.5 ≒10,732円

２．利用者負担額を求める

⑪利用者負担額

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩給付費請求額

1,168単位×10.21円＝11,925.2. ≒11,925円
11,925円－10,732円＝1,193円

※《》は、囲まれた部分の計算結果の小数点以下を切り捨

てることを示す

【記載例１】 請求明細書

介護予防のサービスコードなので、

介護予防の請求書で作成する
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様式第十一　（附則第二条関係）

給付管理票（平成 月分）

支援事業者の

平成 平成

サービス事業者の

事業所名

29 年 6

保険者番号 保険者名 作成区分

9 岡山市 　1.　　居宅介護支援事業者作成
　2.　　被保険者自己作成
　3.　　介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成被保険者番号 被保険者氏名

0 0

0 0 0 1 2

3 3 1

3 4 2 5

　カイゴ　ハナコ
居宅介護／介護予防
支援事業者番号

3 3 0 0
介護　花子

フリガナ

1 0 05 6 7 0

　　明 ・ 大 ・ 昭
男　女

　　事業対象者　　要支援 １ ・ ２
　　要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

居宅介護／介護予防
支援事業者の事業所名

岡山市北区中央包括支援センター
5 年 5

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号

月 5 日

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

限度額適用期間 ●●ケアプランセンター
支給限度基準額 事業所所在地及び連絡先

3 7 9 9 9 9
～

委託
した
場合

委託先の支援事業所番号 3

月 介護支援専門員番号

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

事業所番号 指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

サービス サービス

給付計画単位数

(県番号-事業所番号）

5,003 単位／月
9 9 9

29 年 6 月 31

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8 8 8

年 5

88 8 8
指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

介護予防訪問サービス A

種類名 種類コード

3 7 7 7

1 1 1 6

4 7介護予防通所サービス A 6 1 67 7 7 7 7
指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

○○デイサービスセンター 3

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

 合計 2 8 1 5

平成２９年６月サービス利用分（更新後）

平成２９年６月更新 要支援２ 要支援１

△△ヘルパーステーション ・・・

○○デイサービスセンター ・・・

プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

平成27年3月31日までに介護予防訪問介護事業所の指定を受けている
平成27年4月1日以降に介護予防通所介護事業所の指定を受け、岡山市の介護
予防通所サービス事業所の指定（H28．11．1受付開始）を受けている事業所

【記載例２ 】 給付管理票

平成29年4月～岡山市は総合事業が始まっていて、認定更新後の
利用月なのでプラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

総合事業の自己作成の選択不可

委託先の事業所番号を入れる

ことで国保連から直接委託先に

プラン料が振り込まれます。
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0

枚中 枚目

0

⑬公費分本人負担 0

0

2 3 5

⑫公費請求額

0

⑪利用者負担額 2 3 8 5

9 5

8

4 0 4

円／単位
合計

⑩事業費請求額 9 5

円／単位円／単位 円／単位

 公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0⑧公費分単位数

 事業 8 06 8

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち
少ない数）＋⑥

1 1

8

⑥限度額管理対象外単位数 0

⑤限度額管理対象単位数 1 1 6

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 1 1

請
求
額
集
計
欄

①サービス種類コード
／②名称

Ａ 1
訪問型サービス

（みなし）

6 8

 日

公費分

回数 公費対象単位数
施設所在

保険者番号
摘要（

住
所
地
特
例

対
象
者
）

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数

81 1 1 61

公費対象単位数 摘要

介護予防訪問介護Ⅰ Ａ 1 1 1 1

日

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止
年月日

平成 年0 4 月 0 1 日

サービス単位数
公費分
回数

0 2 5
事業所
名称

　岡山市北区中央包括支援センター

開始
年月日

平成 2 9 年

介護予防
サービス
計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所
番号

3 3 0 0 1 0 0

月

3 1

月 0 1 日 から
連絡先

日 まで

8 8

日

要支援
状態区分等

事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効
期間

平成 2 9 年 0 6

年 0 5 月 0 5

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
平成 3 1 年 0

8 8 8 8 8 8

請
求
事
業
者

事業所
番号

3 3 7 8

事業所
名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ―

2 3 4 5 6 7

被
保
険
者

被保険者
番号

0 0 0 1

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　ハナコ

氏名 　介護　花子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性
別

１男 ２女
0 5

5 月

3 3 1 0 0 9

6 月分

公費受給者番号 保険者番号

平成 2 9 年 0

 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

▲ ▲ ▲ ▲▲ ▲ ▲ ▲▲

サービス種類

Ａ１・Ａ２（訪問型サービス）

Ａ５・Ａ６（通所型サービス）

は負担割合証の割合で審査を

行うので給付率を記入する

１割負担・・・「９０」

２割負担・・・「８０」

総合事業のサービスコードなので

総合事業の請求書で作成する

総合事業サービスに自己作成はあ

りません

岡山市の地域区分

７級地の単価を設定する

訪問・・・１０．２１

通所・・・１０．１４

（平成２７年～平成２９年）

【 記載例２ 】 請求明細書

▲
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様式第十一　（附則第二条関係）

給付管理票（平成 月分）

支援事業者の

平成 平成

サービス事業者の

事業所名

29 年 6

保険者番号 保険者名 作成区分

9 岡山市 　1.　　居宅介護支援事業者作成
　2.　　被保険者自己作成
　3.　　介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成被保険者番号 被保険者氏名

0 0

0 0 0 1 2

3 3 1

3 4 2 5

　カイゴ　ハナコ
居宅介護／介護予防
支援事業者番号

3 3 0 0
介護　花子

フリガナ

1 0 05 6 7 0

　　明 ・ 大 ・ 昭
男　女

　　事業対象者　　要支援 １ ・ ２
　　要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

居宅介護／介護予防
支援事業者の事業所名

岡山市北区中央包括支援センター
5 年 5

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号

月 5 日

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

限度額適用期間
支給限度基準額 事業所所在地及び連絡先

～
委託
した
場合

委託先の支援事業所番号

月 介護支援専門員番号6 月 31 年 5

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

事業所番号 指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

サービス サービス

給付計画単位数

(県番号-事業所番号）

5,003 単位／月

種類名 種類コード

29 年

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8 8 8 3 8 5 68 8 8
指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

生活支援訪問サービス A

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

 合計 8 5 6

平成２９年６月サービス利用分（更新後）

平成２９年６月更新 要支援２ 事業対象者

プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求プラン代は、介護予防支援費として請求
事業対象者なので介護予防・生活支援サービスのみ利用できる。

プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

△△ヘルパーステーション ・・・ 岡山市の生活支援訪問サービス事業所の指定（H28．11．1受付開始）を受けて
いる事業所

事業対象者：５００３単位

限度額適用期間：認定の有効期間

【記載例３ 】 給付管理票
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 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

3 3 1 0 0 9

6 月分

公費受給者番号 保険者番号

平成 2 9 年 0

2 3 4 5 6 7

被
保
険
者

被保険者
番号

0 0 0 1

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　ハナコ

氏名 　介護　花子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性
別

１男 ２女
0 5

5 月

8 8 8 8 8 8

請
求
事
業
者

事業所
番号

3 3 7 8

事業所
名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援
状態区分等

事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効
期間

平成 2 9 年 0 6

年 0 5 月 0 5

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
平成 3 1 年 0 3 1

月 0 1 日 から
連絡先

日 まで

0 2 5
事業所
名称

　岡山市北区中央包括支援センター

開始
年月日

平成 2 9 年

介護予防
サービス
計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所
番号

3 3 0 0 1 0 0

月 日

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止
年月日

平成 年0 4 月 0 1 日

サービス単位数
公費分
回数 公費対象単位数 摘要

支援訪問Ⅰ（８割） Ａ 3 1 5 0 61 8 50

（

住
所
地
特
例

対
象
者
）

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数 公費対象単位数
施設所在

保険者番号
摘要

請
求
額
集
計
欄

①サービス種類コード
／②名称

Ａ 3
訪問型サービス
（独自／定率）

5 6

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 8

 日

⑤限度額管理対象単位数 8 5

⑥限度額管理対象外単位数 0

6

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち
少ない数）＋⑥

8 5 6  事業

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0

円／単位
合計

⑩事業費請求額 6 9

円／単位円／単位 円／単位

9 1 9 1

⑪利用者負担額 1 7 4 8

6 9

4 8

⑫公費請求額 0

1 7

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲
サービス種類

Ａ３（訪問型サービス独自定率）

Ａ７（通所型サービス独自定率）

は負担割合証の割合で審査を行

わないので給付率を記入しない

▲▲

１．事業所請求額を求める

⑩事業費請求額

《《⑦給付単位数×⑨単位数単価》×給付率》

856単位×10.21円＝8,739.7 ≒8,739円
8,739円×80％＝6,991.2 ≒6,991円

２．利用者負担額を求める

⑪利用者負担額

《⑦給付単位数×⑨単位数単価》－⑩事業費請求額

856単位×10.21円＝8,739.7 ≒8,739円
8,739円－6,991円＝1,748円

サービス種類Ａ３ Ａ７についてはサービスコードと異なる

割合で計算されていれば返戻となります。

２割のサービスコード

岡山市の地域区分

７級地の単価を設定する

訪問・・・１０．２１

通所・・・１０．１４

（平成２７年～平成２９年）

【 記載例３ 】 請求明細書

29



様式第十一　（附則第二条関係）

給付管理票（平成 月分）

支援事業者の

平成 平成

サービス事業者の

事業所名

 合計 1 0 1 8

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

4 8A 3 4

A

生活支援訪問サービス8 8 8 8 8
指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8

28 年

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8 8 8 1 5 7 08 8 8
指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

介護予防訪問サービス

10

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

事業所番号 指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

サービス サービス

給付計画単位数

(県番号-事業所番号）

5,003 単位／月

種類名 種類コード

月 5 日

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

限度額適用期間
支給限度基準額 事業所所在地及び連絡先

～
委託
した
場合

委託先の支援事業所番号

月 介護支援専門員番号11 月 29 年

5 6 7 0

　　明 ・ 大 ・ 昭
男　女

　　事業対象者　　要支援 １ ・ ２
　　要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

居宅介護／介護予防
支援事業者の事業所名

岡山市北区中央包括支援センター
5 年 5

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号

2 5

　カイゴ　ハナコ
居宅介護／介護予防
支援事業者番号

3 3 0 0
介護　花子

フリガナ

1 0 00 0 0 1 2

3 3 1

3 4

29 年 7

保険者番号 保険者名 作成区分

9 岡山市 　1.　　居宅介護支援事業者作成
　2.　　被保険者自己作成
　3.　　介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成被保険者番号 被保険者氏名

0 0

平成２９年７月サービス利用分（更新前）

要支援１

プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

【記載例４ 】 給付管理票

認定更新前の利用月だが、先月、生活支援訪問サービス（A３）を利用し総合事
業に切り替わっているので、プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

総合事業の自己作成の選択不可

平成２９年６月サービス利用

身体介護の必要がなかったため、生活

支援訪問サービス（A３）でサービスを利
用していた。

平成２９年７月サービス利用

7/1～生活支援訪問サービス（A３）でサー
ビスを利用していたが、身体状況の変化

により、身体介護のサービスが必要となっ

たため、7/16～介護予防訪問サービス
（A1）を利用することになった。

認定更新前の利用月だが、先月、生活支援訪問サービス（A３）を利用し総合

事業に切り替わっているので、介護予防訪問サービス（A１）で給付管理する。
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0

枚中 枚目

0

0

⑬公費分本人負担 0

0

1 0

0

0

⑫公費請求額

4 5 8

3

⑪利用者負担額 5 8 2

9 31 6

4

3 7 4 1 5

円／単位
合計

⑩事業費請求額 5 2

円／単位円／単位
1 0 2 1

円／単位

 公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

00⑧公費分単位数

 事業 9 07 0 4

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち
少ない数）＋⑥

5

0

4 8

80

⑥限度額管理対象外単位数 0

⑤限度額管理対象単位数 5 7

4 4 8

 日

4 4

③サービス実日数 1 5  日 1 6

Ａ 3
訪問型サービス
（独自／定率）

 日

④計画単位数 5

請
求
額
集
計
欄

①サービス種類コード
／②名称

Ａ 1
訪問型サービス

（みなし）

7 0

 日

公費分

回数 公費対象単位数
施設所在

保険者番号
摘要（

住
所
地
特
例

対
象
者
）

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数

2 8 1 86 4 42支援訪問Ⅰ・日割（９割）Ａ 3 1 1 1

05 5 71

公費対象単位数 摘要

訪問型サービスⅠ日割 Ａ 1 2 1 1

日

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止
年月日

平成 年0 4 月 0 1 日

3 8 1

サービス単位数
公費分
回数

0 2 5
事業所
名称

　岡山市北区中央包括支援センター

開始
年月日

平成 2 9 年

介護予防
サービス
計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所
番号

3 3 0 0 1 0 0

月

3 1

月 0 1 日 から
連絡先

日 まで

8 8

日

要支援
状態区分等

事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効
期間

平成 2 8 年 1 1

年 0 5 月 0 5

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
平成 2 9 年 1

8 8 8 8 8 8

請
求
事
業
者

事業所
番号

3 3 7 8

事業所
名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ―

2 3 4 5 6 7

被
保
険
者

被保険者
番号

0 0 0 1

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　ハナコ

氏名 　介護　花子

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性
別

１男 ２女
0 5

0 月

3 3 1 0 0 9

7 月分

公費受給者番号 保険者番号

平成 2 9 年 0

 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

▲ ▲ ▲ ▲▲▲

【記載例４ 】 請求明細書

▲▲▲

負担割合証の割合で審査を行う

Ａ１・Ａ２（訪問型サービス）

Ａ５・Ａ６（通所型サービス）

と負担割合証の割合で審査を行わない

Ａ３（訪問型サービス独自定率）

Ａ７（通所型サービス独自定率）

を１枚の請求明細書で請求する場合は

給付率を記入する

１割負担・・・「９０」

２割負担・・・「８０」

１割のサービスコード
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給付管理票（平成 月分）

支援事業者の

平成 平成

サービス事業者の

事業所名

29 年 6

保険者番号 保険者名 作成区分

9 Ａ市 　1.　　居宅介護支援事業者作成
　2.　　被保険者自己作成
　3.　　介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成被保険者番号 被保険者氏名

9 9

0 0 0 9 9

9 9 9

9 9 2 5

　カイゴ　イチロウ
居宅介護／介護予防
支援事業者番号

3 3 0 0
介護　一郎

フリガナ

1 0 09 9 9 0

　　明 ・ 大 ・ 昭
男　女

　　事業対象者　　要支援 １ ・ ２
　　要介護 １ ・ ２ ・ ３ ・ ４ ・ ５

居宅介護／介護予防
支援事業者の事業所名

岡山市北区中央包括支援センター
7 年 7

生年月日 性別 要支援・要介護状態区分 担当介護支援専門員番号

月 7 日

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

限度額適用期間
支給限度基準額 事業所所在地及び連絡先

～
委託
した
場合

委託先の支援事業所番号

月 介護支援専門員番号6 月 31 年 5

居宅サービス・介護予防サービス・総合事業

事業所番号 指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

サービス サービス

給付計画単位数

(県番号-事業所番号）

5,003 単位／月

種類名 種類コード

29 年

△△ヘルパーステーション 3 3 7 8 8 8 8 1 1 1 6 88 8 8
指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

介護予防訪問サービス A

介護予防通所サービス7 7 7 7 7
指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

○○デイサービスセンター 3 3 7 7 7

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

4 7A 6 1 6

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

様式第十一　（附則第二条関係）

 合計 2 8 1 5

指定/基準該当/
地域密着型
サービス/
総合事業識別

平成２９年６月サービス利用分（更新後）

平成２９年６月更新 要支援２ 事業対象者（住所地特例者）

事業対象者の区分支給限度額＝５，００３単位を

超える場合返戻となります

事業対象者：５００３単位

限度額適用期間：認定の有効期間（２年

【岡山市の基準】

事業対象者：５００３単位

限度額適用期間：認定の有効期間（２年間）
※市町村によって記載が異なる場合があります

岡山市の総合事業サービスを実施するので、岡

山市のサービスコードで給付管理票を作成する

事業対象者なので介護予防・生活支援サービスのみ利用できる。

プラン代は、介護予防ケアマネジメント費として請求

【記載例５】 給付管理票

介護一郎さんは、保険者（９９９９９９）

と異なる岡山市（３３１００９）に所在す

る施設に入所したため、住所地特例

対象者となった
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 様式第二の三（附則第二条関係）

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書
（訪問型サービス費・通所型サービス費・その他の生活支援サービス費）

公費負担者番号

9 9 9 9 9 9

6 月分

公費受給者番号 保険者番号

平成 2 9 年 0

9 9 9 9 9 9

被
保
険
者

被保険者
番号

0 0 0 9

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 　カイゴ　イチロウ

氏名 　介護　一郎

生年月日

１明治　２大正　３昭和
性
別

１男 ２女
0 7

5 月

8 8 8 8 8 8

請
求
事
業
者

事業所
番号

3 3 7 8

事業所
名称 　△△ヘルパーステーション

所在地

〒 8 8

岡山県岡山市北区大供１－１－１

7 0 0 ― 8 8

日

要支援
状態区分等

事業対象者・要支援１・要支援２

認定有効
期間

平成 2 8 年 0 6

年 0 7 月 0 7

 電話番号　０８６－８８８－８８８８
平成 2 9 年 0 3 1

月 0 1 日 から
連絡先

日 まで

0 2 5
事業所
名称

　岡山市北区中央包括支援センター

開始
年月日

平成 2 9 年

介護予防
サービス
計画

　３．介護予防支援事業者・地域包括支援センター作成

事業所
番号

3 3 0 0 1 0 0

月 日

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数

中止
年月日

平成 年0 4 月 0 1 日

サービス単位数
公費分
回数 公費対象単位数 摘要

（

住
所
地
特
例

対
象
者
）

事
業
費
明
細
欄

サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数
公費分

回数 公費対象単位数
施設所在

保険者番号
摘要

介護予防訪問介護Ⅰ Ａ 1 1 1 1 33100981 1 1 61

請
求
額
集
計
欄

①サービス種類コード
／②名称

Ａ 1
訪問型サービス

（みなし）

6 8

 日③サービス実日数 4  日  日

④計画単位数 1 1

 日

⑤限度額管理対象単位数 1 1 6

⑥限度額管理対象外単位数 0

8

給付率（/100）

⑦給付単位数（④⑤のうち
少ない数）＋⑥

1 1 6 8  事業 9 0

⑧公費分単位数  公費

⑨単位数単価 1 0 2 1

0

円／単位
合計

⑩事業費請求額 1 0 7

円／単位円／単位 円／単位

3 2 3 2

⑪利用者負担額 1 1 9 3

1 0 7

9 3

⑫公費請求額 0

1 1

0

⑬公費分本人負担 0 0

枚中 枚目

▲ ▲ ▲ ▲

被保険者が住所地特例対象者であり、住所地にて総

合事業サービスを受けた場合、事業費明細欄ではな

く、事業費明細欄（住所地特例対象者）に記載する

保険者市町村の証記載保険者番号ではなく、住

所地特例対象者が入所（入居）する施設の所在す

る市町村の証記載保険者番号を記載する

▲ ▲ ▲ ▲

岡山市の総合事業サービスを実施し、岡山市の

サービスコードで保険者（９９９９９９）に請求する

岡山市の地域区分

７級地の単価を設定する

訪問・・・１０．２１

通所・・・１０．１４

（平成２７年～平成２９年）

【 記載例５ 】 請求明細書

▲▲
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１ Ａ１介護予防訪問サービス（みなし指定有） 

２ Ａ２介護予防訪問サービス（みなし指定なし） 

３ Ａ３生活支援訪問サービス

４ Ａ５介護予防通所サービス（みなし指定有） 

５ Ａ６介護予防通所サービス（みなし指定なし） 

６ Ａ３生活支援訪問サービス

注：サービスコード表は近日中にＨＰに掲載しますが、平成２９年度からの処

遇改善加算の改正により、コード表は変更になります。正しく請求を行う

ためには、変更後のコード表の取り込みが必要です。

  処遇改善加算の変更を反映したコード表はＨ２９．４月までにＨＰに掲載

します。

岡山市介護予防・日常生活支援総合事業費 

単位数サービスコード表 

（平成２９年２月時点）
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